
■ 訪問リハビリテーションのご案内   

- 村上記念病院訪問リハビリテーションについて – 

訪問リハビリテーションとは 

在宅で生活されている方を対象とし、通院が困難な方や通院だけでは十分なリハビリができない方な 

どのご家庭に、直接、理学療法士・作業療法士が訪問し、機能回復や維持のための訓練や日常生活に即 

した訓練を、利用者様やご家族の希望を基に実施するサービスです。 

 

■ ご利用案内 

営業日  月曜日から金曜日   

休日  土曜日・日曜・祝日・年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日) 

サービス提供時間 午前 9：00～12:00  午後 13：00～16：30 

 

■ サービス内容 

・身体機能を維持・改善するような訓練(関節拘縮の予防・改善、筋力強化など)や日常生活に即した訓 

練(起き上がりや立ち上がり、歩行からトイレ動作、食事動作に至るまで)を行います。 

・手すりや福祉器具の導入による生活環境の整備など療養上必要な指導や相談をお受けします。 

・家族に対して介助量の軽減のために必要な介護・運動方法の指導を行います。 

・ケアマネージャーや他のサービス提供者との積極的な連携を図り指導を行います。 

・主治医、看護師と密接に連携し、機能回復にとどまらず予防という視点でのリハビリテーションを提供します。 

 

■ 利用するには 

介護認定をされて、主治医が必要と認めた場合は訪問リハビリを受けることができます。利用の際には、 

主治医の情報提供書が必要になります。申請中の方でも、介護認定されると判断できる場合は、訪問リハビ 

リを受けることができます。 

 

■ 実施地域：実施地域は合併前の旧村上市内といたします(但し、以下の地域を除く)。 

村上市小谷 村上市下山田 村上市上山田 村上市大関 村上市鋳物師 

村上市菅沼 村上市赤沢 村上市門前 村上市大栗田 村上市野潟 

村上市間島 村上市柏尾 村上市吉浦 村上市早川 村上市馬下 

※実施地域外においての訪問リハビリ 1 回（20 分）の月額合計に対し 5%を加算いたします。 

 

■ お問い合わせ 

 

 

 

 

 

■ ご利用料金のご案内 (1 割負担) 

- 予防 - 

予防訪問リハビリ 298 円 1 回（20 分）につき 

(加算) 

予防短期集中加算*1       200 円（1 日につき） 

サービス提供体制強化加算    6 円（1 日につき） 

退院時共同指導加算*2 当該退院につき 1 回限り 600 円   

（減算） 

長期利用時の減算*3          30 円 （1 回につき） 

同一敷地内又は同一建物に対する減算*4 

- 介 護 - 

訪問リハビリ 308 円 1 回（20 分）につき 

（加算） 

訪問リハ短期集中加算*1       200 円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算*5 240 円 （1 日につき） 

サービス提供体制加算           6 円 

退院時共同指導加算*2  当該退院につき 1 回限り 600 円 

（減算） 同一敷地内又は同一建物に対する減算*4   

              

 

              

 

 

 

 

 

 

「訪問リハビリテーション利用申込書」はホームページからもダウンロードできますので、どうぞご利用ください。 

 

         

         

村上記念病院 リハビリテーション科 まで 

 

 TEL：0254-52-1229 

 FAX：0254-52-3556 

 E-mail： kinen.rihabiri@shinkohkai.jp 

http//www.shinkohkai.jp/murakami/ 

*1 退院（所）日又は訪問開始日から 3 ヶ月以内で週 2 回以上 1 回 20 分以上、1 日 40 分以上利用。 

*2 病院等から退院するに当たり、当該スタッフが退院前にカンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、利用者

に対する初回訪問リハビリテーションを行った場合。 

*3 利用開始日の属する月から 12 ヶ月超えた場合。 

*4 同一敷地内又は同一建物に居住する場合は、リハビリテーション 1 回（20 分）の月額合計に対し 10%減算。 

*5 退院（所）又は訪問開始日から 3 ヶ月以内週 2 日まで。      

 


